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地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて 

 

 

標記について、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第 269 号）、「基本診療料の施設基準等の

一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第 270 号）及び「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告

示第 271 号）が告示され、本年 10 月１日より適用されることとなったことに伴い、下記の通知の一部をそれぞれ別添１から別添３ま

での新旧対照表のとおり改正し、同日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審

査支払機関に対し周知徹底を図られたい。 

 



 
 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第３号）（別添３） 

 

 

  


